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P1…保育所全園民営化を見直し 　P2…後期高齢者医療制度　P3…ひまわり　P4…低炭素社会を考え実践する日

固定資産税（2期）、国保税（1期） 8月2日月7 月の納税 納期限 納税は便利な口座振替で　  収納室　 　63‐7439

７
月
以
降
の
救
急
医
療
体
制
に
つ
い
て

 

子
ど
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平
成
16
年
度
以
降
、
公
立

3

3

保
育
所
に

対
す
る
国
や
県
か
ら
の
補
助
制
度
が
廃

止
さ
れ
、
市
の
財
政
を
ひ
っ
迫
さ
せ
る

原
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
一
方
で
、
保
育
所
の
運
営
コ
ス

ト
は
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
女
性
の

社
会
進
出
な
ど
に
よ
り
、
入
所
希
望
者

が
増
加
。
ま
た
、保
育
時
間
の
延
長
や
、

障
害
児
保
育
な
ど
へ
の
需
要
が
高
ま
っ

て
い
る
た
め
で
す
。

そ
も
そ
も
、
市
は
、
な
ぜ
保
育
所

の
民
営
化
を
進
め
て
い
る
の
か
？

市
で
は
、
今
年
度
か
ら
３
年
間
で
毎
年
４
保
育
所
ず
つ
民
営
化
す
る
計
画
を
進

め
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
薦
原
、
赤
目
、
錦
生
、
大
屋
戸
の
４
保
育
所
に
つ
い

て
は
、
公
立
保
育
所
と
し
て
維
持
し
て
い
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
民
営
化
受
け
入
れ
法
人
へ
無
償
貸
与
す
る
保
育
所
用
地
の
整
理
が
困

難
と
な
っ
た
た
め
で
す
。

保
育
所
全
園
民
営
化
を
見
直
し

薦
原
・
赤
目
・
錦
生
・
大
屋
戸
保
育
所
は
、当
面
の
間
、「
公
立
」を
維
持
。

平
成
23
年
４
月
、桔
梗
が
丘
・
蔵
持
・
比
奈
知
・
滝
之
原
保
育
所
を
民
営
化
予
定

民
営
化
に
向
け
た
取
組
み
と
、

全
園
の
民
営
化
方
針
を
見
直
し

平成 20年度

平成 22年度

平成 23年度

箕 曲 保 育 所

昭 和 保 育 所
東 部 保 育 所

桔梗が丘保育所
比奈知保育所

名張西保育所
西田原保育所

蔵 持 保 育 所
滝之原保育所

※国津保育所は、市が直接設置するべき「へき地保育所」として、
　民営化ではなく、平成16年度から民間委託を実施しています。

民営化実施園、名張市、保護者・児童の関係

名張市
民営化実施園

保護者・児童保護者・児童

私立保育所（園）の
国・県負担金

国・県

運営費

児童の入所
保育の日常的な
相談など

入所申込
保育料支払い

入所決定
保育料決定

保育料と国や県、市
からの負担金が民営
化実施園の運営財源

国の保育指針に
基づく保育の実施

年度ごとの民営化実施保育所

運営報告

昨
年
５
月
に
「
公
立
保
育
所
民
営
化

実
施
計
画
」を
策
定
。
こ
れ
に
基
づ
き
、

今
年
４
月
に
、
昭
和
・
名
張
西
・
東
部
・

西
田
原
保
育
所
を
民
営
化
し
ま
し
た
。

今
後
は
、
桔
梗
が
丘
・
蔵
持
・
比
奈

知
・
滝
之
原
保
育
所
に
つ
い
て
、
市
内

の
社
会
福
祉
法
人
や
学
校
法
人
を
対
象

に
一
般
公
募
し
、
保
護
者
や
地
域
の
代

表
者
と
市
で
構
成
す
る
委
員
会
で
受
け

入
れ
法
人
を
選
定
。
保
護
者
へ
の
説
明

な
ど
を
行
い
、
平
成
23
年
４
月
に
民
営

化
を
実
施
す
る
予
定
で
す
。

一
方
、
平
成
23
年
度
以
降
に
民
営
化

実
施
予
定
だ
っ
た
薦
原
・
赤
目
・
錦
生
・

大
屋
戸
の
４
園
は
、
当
面
の
間
、
公
立

保
育
所
と
し
て
維
持
し
て
い
く
こ
と
と

し
ま
し
た
。保
育
所
を
民
営
化
す
る
際
、

敷
地
を
受
け
入
れ
法
人
へ
無
償
貸
与
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
園

で
は
、
敷
地
に
係
る
多
く
の
相
続
人
と

の
交
渉
な
ど
が
必
要
で
、
現
状
で
は
、

用
地
を
整
理
し
、
貸
与
す
る
こ
と
が
困

難
な
た
め
で
す
。
な
お
、
公
立
保
育
所

に
は
、
市
の
保
育
士
を
配
置
し
、
こ
れ

ま
で
培
っ
て
き
た
専
門
性
や
豊
富
な
経

験
を
生
か
し
て
い
き
ま
す
。

民営化実施園民営化実施園

保育料と国や県、市
からの負担金が民営
化実施園の運営財源

名張市、受け入れ法人、保護者
代表、地域代表の 4 者で運営

委員会を設置。
意見交換を行う。

そ
ん
な
中
、
市
内
全
て
の
保
育
所
を

公
立
の
ま
ま
維
持
す
る
こ
と
が
難
し
く

な
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、
民
営
化
し
た

保
育
所
は
、
国
や
県
か
ら
の
負
担
金
が

得
ら
れ
る
た
め
、
運
営
に
必
要
な
財
源

が
確
保
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
市
内
の
社
会
福
祉
法
人
や

学
校
法
人
の
力
を
借
り
な
が
ら
、
保
育

の
充
実
を
図
っ
て
い
く
こ
と
を
目
的

に
、
公
立
保
育
所
の
民
営
化
を
進
め
て

い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
現
在
の
保
育

の
質
を
確
保
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

民
間
の
機
能
性
や
柔
軟
性
に
優
れ
た
経

営
手
法
を
生
か
し
て
、
低
年
齢
児
保
育

な
ど
保
育
の
充
実
を
図
っ
て
い
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
今
週
号
で
伊
賀
地
域
の
救
急
医
療
体
制
に
つ
い
て
掲
載
す
る
予

定
で
し
た
が
、
６
月
23
日
現
在
、
７
月
以
降
の
救
急
医
療
体
制
に

つ
い
て
調
整
中
で
あ
る
た
め
、
掲
載
が
間
に
合
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
た
め
、
詳
細
が
決
定
次
第
、
新
聞
折
込
な
ど
で
市
民
の
皆
さ

ん
に
お
伝
え
す
る
予
定
で
す
。
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